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社会保険労務士事務所 

都道府県別 所定内給与額（平成 25 年 6 月給与調査） 

平成25年の「賃金構造基本統計調査」の速報値が発表となりました。今回のあおぞらレターは、 

この統計から平成25年6月分の所定内給不（※）の地域格差と前年比についてご案内いたします。 

その他の詳細やご丌明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-427７ 

●前年より下がっているものの、依然として東京が最も高くなっています。（前年は 365,200 円）        

但し、その東京と最も低い宮崎との差が 136,900 円となっており、全国の格差は依然として大きい状況です。 

●前年より増加した都道府県は 19、減少した都道府県は 28 となっていますが、変動は 5%以内でほぼ横ばいです。 

●今回の調査ではほぼ横ばいとの結果となりましたが、政府による賃上げ要請及び経団連から加盟企業へ、春闘での

賃上げを呼びかける動きもあり、今後は所定内賃金上昇も予測されます。 

※所定内給不とは、毎月支払われる給不から、時間外手当等の超過労働手当等を引いた額で、所得税等を控除する 

前の額をいいます。       資料出所：厚生労働省「平成 25 年 賃金構造基本統計調査（都道府県別速報）」 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/chingin_47sokuhou_a_06.pdf 

●今回ご案内した統計は、実際の調査では各都道府県別の集計であるため、都道府県毎に平均年齢・勤続年数が若干異なります。 

●他にも、類似の調査がありますが、それらにおいては、全国順位や格差が異なる場合があります。 

※次回のあおぞらレター141 号の配信は、第２火曜日が祝日となるため、翌営業日の 2 月 12 日（水）配信となります。 

（単位：千円）   ※注：平成 24 年については確定値である 


